
経理情報●2020.2.1（No.1568） 4

２月10日（月）まで

３月２日（月）まで
（注）２月末日が土曜日、
３月１日が日曜日のた
め。

２月中の市町村条例で
定める日まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和元年１月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和元年12月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和元年11月期）
２カ月延長法人（令和元年10月期）
④　消費税確定申告（１カ月ごと）（12月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（３月、６月、９月、12月期）
⑥　法人の中間申告（半期・６月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４,８００万円超のとき　１カ月ごと（12月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（３月、６月、９月期）

⑧　決算期の定めのない人格のない社団等の法人税の申告納付　

⑨　固定資産税（都市計画税）第４期分の納付
　

①　源泉所得税には復興特別所得税
の額を含む。

②～⑧　法人の事業年度（課税期間）
の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例
は適用後２年間継続が要件である。

⑧　12月末日が決算期とみなされる。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　個人の申告等の法定期限は所得税（復興特別所得税）・贈与税・住民税・事業税・国外財産調書は３月16日（月）まで、消費税・地方
消費税は３月31日（火）まで、相続税は相続があったことを知った日から10カ月以内である。

連
結
納
税
制
度
見
直
し
、３
月
末
決
算

会
社
の
対
応
は
２
月
Ｅ
Ｄ
公
表
を
目

標
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
０
１
９
年
12
月
26
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
４
２
３
回

企
業
会
計
基
準
委
員
会
を
開
催
し

た
。主

な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

連
結
納
税
制
度
の
見
直
し
へ
の
対
応

２
０
１
９
年
12
月
20
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
令
和
２
年
度
税
制
改
正

大
綱
」
に
連
結
納
税
制
度
の
見
直
し

が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
事

務
局
か
ら
、
連
結
納
税
制
度
の
見
直

し
の
対
応
を
新
規
テ
ー
マ
と
す
る
こ

と
の
提
案
が
行
わ
れ
、
会
計
基
準
に

与
え
る
影
響
と
し
て
、
次
の
論
点
が

示
さ
れ
た
。

①　
実
務
対
応
報
告
５
号
お
よ
び
７

号
の
改
廃
が
必
要

②　

連
結
納
税
制
度
の
見
直
し
に

関
す
る
法
人
税
法
の
改
正
が

２
０
２
０
年
３
月
31
日
ま
で
に
可

決
、
成
立
し
た
場
合
、
２
０
２
０

年
３
月
31
日
以
降
に
決
算
日
を
迎

え
る
企
業
の
財
務
諸
表
に
お
い
て
、

改
正
後
の
制
度
に
基
づ
き
税
効
果

会
計
の
適
用
を
行
う
必
要
が
あ
る

が
、
２
０
２
０
年
３
月
31
日
以
降

に
決
算
日
を
迎
え
る
企
業
の
会
計

処
理
に
つ
い
て
何
ら
か
の
対
応
を

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
が
必

要委
員
か
ら
は
、
事
務
局
提
案
に
対

し
て
反
対
意
見
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。今

後
、
本
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、

税
効
果
会
計
専
門
委
員
会
で
検
討
さ

れ
る
。
ま
た
、
２
０
１
９
年
12
月
27

日
公
表
の
「
現
在
開
発
中
の
会
計
基

準
に
関
す
る
今
後
の
計
画
」
で
、
前

記
②
に
つ
い
て
対
応
を
図
る
場
合
、

２
０
２
０
年
２
月
の
公
開
草
案
公
表

を
目
標
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。Ｉ

Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発
行
・
保
有

等
の
会
計
処
理

第
１
２
６
回
実
務
対
応
専
門
委
員

会
（
２
０
２
０
年
１
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
５
６
７
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、「
金

融
商
品
取
引
法
上
の
『
電
子
記
録

移
転
権
利
』 

又
は
資
金
決
済
法
上
の

『
暗
号
資
産
』に
該
当
す
る
イ
ニ
シ
ャ

ル
・
コ
イ
ン
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
（
Ｉ

Ｃ
Ｏ
）
ト
ー
ク
ン
の
発
行
・
保
有
等

に
係
る
会
計
上
の
取
扱
い
」
に
つ
い

て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
金
商
法
上
の
電

子
記
録
移
転
権
利
、
資
金
決
済
法
上

の
暗
号
資
産
そ
れ
ぞ
れ
の
発
行
・
保

有
に
係
る
会
計
処
理
に
つ
い
て
論
点

が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
暗
号
資
産
の
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
は
論
点
に
含
ま
れ
な
い

の
か
」
と
の
質
問
に
、「
ま
ず
は
基

準
諮
問
会
議
で
金
融
庁
か
ら
提
言
さ

れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ど
こ
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
必
要
が
あ

る
か
は
今
後
検
討
し
て
い
く
」
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

金
利
指
標
改
革
に
起
因
す
る
会
計

上
の
論
点

第
１
５
０
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
０
年
１
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
５
６
７
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
金

利
指
標
改
革
に
起
因
す
る
会
計
上
の

論
点
に
つ
い
て
、審
議
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
適
用
対
象
の
取
引

事
務
局
か
ら
は
、「
本
取
扱
い
の

適
用
対
象
を
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
等
、
金
利

指
標
改
革
に
よ
り
公
表
が
停
止
さ
れ

る
金
利
指
標
を
参
照
し
て
い
る
金
融

商
品
の
う
ち
、
金
利
指
標
改
革
に
関

連
の
あ
る
契
約
条
件
の
変
更
の
み
が

行
わ
れ
る
金
融
商
品
ま
た
は
当
該
契

約
条
件
の
変
更
と
同
様
の
効
果
と
な
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メ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
ト 

江
口　

毅

道
を
尋
ね
ら
れ
る
人
に
な
る

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

東
京
で
、
人
が
道
を
尋
ね
て
い
る

場
面
を
め
っ
き
り
み
か
け
な
く
な
り
ま

し
た
。
多
く
の
人
は
、
地
図
ア
プ
リ

が
普
及
し
た
か
ら
人
に
道
を
尋
ね
る

必
要
が
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ

だ
け
が
理
由
な
の
で
し
ょ
う
か
。
筆

者
は
、
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
が
変

わ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
な
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
道
を
尋
ね
ら
れ
る
人
、
道

を
尋
ね
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
か
ら

考
え
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
道
を
尋
ね
ら
れ
る
人
の
特

徴
は
何
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
が

行
き
交
う
街
中
で
「
こ
の
人
に
道
を

尋
ね
て
み
よ
う
」
と
選
定
さ
れ
る
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
理
由
が
あ
る

は
ず
で
す
。
道
を
尋
ね
ら
れ
る
人
に

は
、
尋
ね
て
も
大
丈
夫
と
思
わ
せ
る

余
裕
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
余
裕
と
は
、
身
体
と
心
が
外

に
開
い
て
い
る
こ
と
、
ゆ
っ
く
り
歩
い

て
い
る
こ
と
、
微
笑
み
を
湛
え
て
い
る

こ
と
が
そ
ろ
っ
て
い
る
状
態
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
余
裕
が
あ
る
人

た
ち
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
微
笑
み

を
湛
え
て
い
る
人
が
減
っ
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
20
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
た

と
え
ば
電
車
の
な
か
で
１
人
物
静
か

な
笑
み
を
湛
え
て
い
る
人
が
い
ま
し

た
。
今
は
、
ス
マ
ホ
を
み
て
笑
っ
て

い
る
人
や
誰
か
と一
緒
に
い
る
人
以
外

は
、
仏
頂
面
か
疲
れ
果
て
た
顔
か
不

機
嫌
そ
う
な
顔
ば
か
り
で
す
。

続
い
て
、
道
を
尋
ね
る
人
の
特
徴

は
何
で
し
ょ
う
か
。
道
を
尋
ね
る
人

に
は
、
他
者
と
関
わ
り
た
い
、
好
奇

心
が
あ
る
、
思
い
が
け
な
い
情
報
を

得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ワ
ク

ワ
ク
感
を
持
っ
て
い
る
、
感
謝
し
感
謝

さ
れ
る
関
係
を
大
切
に
し
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
な
か
で
も
特
に
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な

世
界
で
は
な
く
現
実
世
界
で
見
知
ら

ぬ
他
者
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
人
が
減
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
バ
ー
チ
ャ
ル
な

世
界
や
現
実
世
界
の
同
質
性
の
あ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
以
外
で
は
、
踏
み
込
ま

な
い
人
が
増
え
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、
道
を
尋
ね
ら
れ
る

人
も
尋
ね
る
人
も
そ
れ
ぞ
れ
人
と
し

て
の
あ
り
よ
う
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。そ
れ
は一概
に
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
方
向
の
変
化
と
は
い
え
な
い
で

し
ょ
う
。
一極
集
中
に
よ
る
異
常
な
人

口
密
度
の
な
か
で
適
応
し
よ
う
と
し

た
結
果
で
あ
り
、
ス
マ
ホ
と
い
う
便

利
な
ツ
ー
ル
を
駆
使
し
て
い
る
結
果

な
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、自
分
自
身
が
、

余
裕
が
な
い
、
仏
頂
面
、
疲
れ
果
て

た
顔
、
不
機
嫌
な
顔
、
同
質
性
の
あ

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
こ
も
る
等
に
該

当
す
る
と
し
た
ら
、
本
当
に
そ
の
ま

ま
で
よ
い
の
か
と一
度
自
問
し
て
み
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
表
情
や
態
度
は
連
鎖
し

ま
す
。「
私
」
の
不
機
嫌
な
態
度
は

周
り
の
人
た
ち
を
不
機
嫌
に
し
、
や

が
て
他
者
の
不
機
嫌
な
態
度
を
「
私
」

が
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
じ
よ

う
に
、「
私
」
の
微
笑
み
は
周
囲
に
安

心
感
や
喜
び
を
伝
え
、
周
り
の
人
た

ち
の
口
角
を
上
げ
、
や
が
て
そ
の
笑

顔
を「
私
」が
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
し
、
そ
ん
な
嬉
し
い
連
鎖
を
生

み
出
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は

口
角
を
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み

て
く
だ
さ
い
。
筆
者
も
鏡
を
み
て
実

践
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
や
っ
て
み
る

と
、
意
外
と
表
情
筋
が
硬
く
な
っ
て
い

る
こ
と
や
自
身
の
特
徴
に
気
づ
き
ま

す
。筆

者
の
場
合
は
、
左
側
の
表
情
筋

が
弱
い
よ
う
で
す
。
や
は
り
筋
肉
は

使
わ
な
い
と
簡
単
に
落
ち
る
し
、
使

い
方
に
よ
っ
て
偏
り
が
生
ま
れ
る
の
で

す
ね
。
そ
う
や
っ
て
笑
顔
の
練
習
を

繰
り
返
し
、
自
分
自
身
が
ご
機
嫌
で

い
る
こ
と
が
、
皆
を
幸
せ
に
し
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
街
中
で

道
を
尋
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に

は
、
誰
か
ら
も
「
余
裕
の
あ
る
素
敵

な
人
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

る
契
約
の
切
替
に
関
す
る
金
融
商
品

を
対
象
と
す
る
」
と
の
考
え
方
が
示

さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
ヘ
ッ
ジ
対
象
が

Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
で
ヘ
ッ
ジ
手
段
が
Ｌ
Ｉ

Ｂ
Ｏ
Ｒ
で
あ
る
ヘ
ッ
ジ
関
係
が
成
立

し
て
い
る
場
合
、
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
Ｌ

Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
）
の
み
契
約
条
件
の
変
更

と
な
り
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
（
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ

Ｒ
）
の
取
引
に
は
例
外
規
定
が
適
用

さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。
事
務
局
か
ら
は
、

「
ニ
ー
ズ
も
含
め
て
検
討
す
る
」
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑵　
金
利
指
標
置
換
時
の
論
点

事
務
局
か
ら
は
、「
金
利
指
標
置

換
時
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ジ
取
引
日
等

を
変
更
し
た
と
し
て
も
ヘ
ッ
ジ
会
計

を
中
止
し
な
い
」
旨
の
方
向
性
が
示

さ
れ
た
。

一
方
、
金
利
指
標
置
換
時
の
金
利

ス
ワ
ッ
プ
の
特
例
処
理
に
つ
い
て

は
、「
後
継
の
金
利
指
標
に
基
づ
い

て
、
金
融
商
品
会
計
基
準
等
の
通
常

の
定
め
に
従
い
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
の

特
例
処
理
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う

か
の
判
断
を
行
う
」
と
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
ヘ
ッ
ジ
会
計
の

判
定
は
通
常
半
期
ご
と
に
行
わ
れ
る

が
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
の
特
例
処
理
だ

け
期
中
の
一
時
点
で
判
断
す
る
の

は
、
実
務
上
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
で

は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、「
検
討
す
る
」
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。

監
査
基
準
改
訂
に
伴
う
改
正
会
計
規
、

公
布
─
法
務
省

法
　
　
務

去
る
２
０
１
９
年
12
月
27
日
、
法

務
省
は
「
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
」
を
公
布
し
た
。

今
回
の
改
正
は
こ
れ
ま
で
の
監
査

基
準
改
訂
を
受
け
た
も
の
で
、
改
正

内
容
は
次
の
と
お
り
。

・
126
条
に
定
め
の
あ
る
会
計
監
査
報

告
に
つ
い
て
、
追
記
情
報
（
２
項
）

で
あ
っ
た
「
継
続
企
業
の
前
提
に

関
す
る
注
記
に
係
る
事
項
」
を
１

項
の
事
項
に
変
更
す
る
。

・
会
計
監
査
人
が
除
外
事
項
を
付
し

た
限
定
付
適
正
意
見
を
会
計
監
査

報
告
の
内
容
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
、
そ

の
理
由
を
追
加
す
る
。

な
お
、
改
正
案
に
対
し
て
寄
せ
ら
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れ
た
意
見
と
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は

次
の
と
お
り
。

①　
会
計
規
で
会
計
監
査
報
告
の
記

載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

監
査
基
準
で
監
査
報
告
書
の
記
載

事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
一
致

し
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
考

え
方
で
区
分
さ
れ
て
い
る
の
か
。

→
会
計
規
126
条
１
項
は
、
会
計
監
査

報
告
の
内
容
と
す
べ
き
最
低
限
の

事
項
を
定
め
て
お
り
、
監
査
基
準

に
記
載
す
べ
き
と
さ
れ
る
事
項
を

網
羅
的
に
会
計
監
査
報
告
に
記
載

す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
要
求
し
て

い
な
い
。

監
査
基
準
改
訂
に
伴
う
改
正
監
査
証

明
府
令・開
示
府
令
、公
布
─
金
融
庁

監
　
　
査

去
る
２
０
１
９
年
12
月
27
日
、
金

融
庁
は
「
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明

に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
企
業
内
容

等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」
を
公
布

し
た
。

本
改
正
は
、
監
査
報
告
書
に
お
け

る
意
見
の
根
拠
の
記
載
等
に
係
る
監

査
基
準
等
の
改
訂
が
２
０
１
９
年
９

国
際
会
計

監
査
人
の
独
立
性
規
則
の
改
正
案
、公

表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

去
る
２
０
１
９
年
12
月
30
日
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
は
監
査
人
の
独
立
性
規
則
の
改

正
案
を
公
表
し
、
関
係
者
に
コ
メ
ン

ト
を
求
め
た
。

改
正
の
背
景

現
在
の
独
立
性
に
関
す
る
要
求

は
、
最
初
に
制
定
さ
れ
た
２
０
０
０

年
と
一
部
修
正
さ
れ
た
２
０
０
３
年

か
ら
ほ
と
ん
ど
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
は
、

②　
改
訂
監
査
基
準
で
は
、
監
査
上

の
主
要
な
検
討
事
項
が
監
査
報
告

書
の
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
が
、

会
社
法
に
基
づ
く
会
計
監
査
報
告

で
は
記
載
事
項
と
し
な
い
の
か
。

→
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
は
、

当
面
は
金
融
商
品
取
引
法
上
の
監

査
報
告
書
に
の
み
記
載
を
求
め
る

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
会
社
法
に

基
づ
く
会
計
監
査
報
告
に
監
査
上

の
主
要
な
検
討
事
項
を
記
載
す
べ

き
と
す
る
会
計
規
の
改
正
は
行
わ

な
い
。

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
さ
れ
、
２
０
２
０
年
３
月
31
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
計
算
関

係
書
類
よ
り
適
用
さ
れ
る
。

月
６
日
に
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

た
も
の
。

監
査
証
明
府
令
の
改
正

監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
意
見
が

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意

見
で
あ
る
場
合
、
そ
の
根
拠
と
し
て

記
載
す
る
事
項
に
、
当
該
意
見
と
し

た
理
由
が
追
加
さ
れ
た
。
中
間
監
査

報
告
書
、
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書

に
つ
い
て
も
、
監
査
報
告
書
と
同
様

の
記
載
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
中
間
監
査
概
要
書
（
第
二

号
様
式
）、
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
概
要

書
（
第
四
号
様
式
）
に
「
継
続
企
業

の
前
提
に
関
す
る
注
記
に
係
る
事

項
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
。

本
改
正
は
、
原
則
と
し
て
、

２
０
２
０
年
３
月
31
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
・
連
結
会
計
年
度
、

同
年
９
月
30
日
以
後
に
終
了
す
る
中

間
（
連
結
）
会
計
期
間
、
同
年
４
月

１
日
以
後
に
開
始
す
る
四
半
期
（
連

結
）
会
計
期
間
に
係
る
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

な
お
、「『
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
内
閣
府
令
』
の
取
扱
い

に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
監

査
証
明
府
令
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
も

あ
わ
せ
て
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
て

い
る
。

開
示
府
令
の
改
正

監
査
公
認
会
計
士
等
の
異
動
に
関

す
る
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
に
つ

い
て
、
監
査
証
明
府
令
の
改
正
に
あ

わ
せ
て
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い

る
。原

則
と
し
て
、
２
０
２
０
年
９
月

30
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
会
計
期

間
お
よ
び
同
年
４
月
１
日
以
後
に
開

始
す
る
四
半
期
会
計
期
間
に
係
る
財

務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
監
査
証
明

を
行
う
監
査
公
認
会
計
士
等
の
異
動

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

市
場
環
境
と
業
界
実
務
が
変
化
す
る

な
か
、
独
立
性
規
則
の
適
用
と
独
立

性
に
関
す
る
要
求
の
効
率
性
と
有
効

性
に
つ
い
て
、
約
20
年
に
わ
た
る
事

例
の
経
験
を
通
じ
て
学
ん
で
き
た
。

関
係
者
か
ら
聴
取
し
た
意
見
も
検
討

し
た
う
え
で
、
今
回
の
改
正
案
の
公

表
に
至
っ
た
。

改
正
の
内
容

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

・
投
資
会
社
に
お
け
る
「Affi

liate

」

の
定
義
の
改
訂

・
独
立
性
を
犯
す
貸
付
関
係
の
除
外

に
、
学
生
ロ
ー
ン
（
被
監
査
会
社

に
対
し
て
学
生
ロ
ー
ン
の
残
額
が

あ
る
監
査
パ
ー
ト
ナ
ー
（
担
当
で

は
な
い
）
が
い
る
場
合
）
と
少
額

の
消
費
者
ロ
ー
ン
の
追
加

・
禁
止
さ
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
に
つ

い
て
、「
重
要
な
（substantial

）

株
主
」
を
「
重
要
な
影
響
を

有
す
る
便
益
者
（beneficial 

ow
ner

）」
の
概
念
に
置
換
え

・「
従
来
の
古
く
な
っ
た
移
行
措
置
」

を
「
Ｍ
＆
Ａ
取
引
の
結
果
と
し
て

の
み
発
生
す
る
意
図
し
な
い
独
立

性
違
反
に
対
処
す
る
た
め
の
移
行

措
置
」
に
置
換
え

コ
メ
ン
ト
期
限

コ
メ
ン
ト
の
期
限
は
、
官
報
に
掲

示
後
60
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
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この20日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2019年
12月27日

「現在開発中の会計基準に関す
る今後の計画」の改訂 ASBJ

連結納税制度見直しへの対応に関して、2020年３月31日以降に決算日
を迎える企業の会計処理について対応を図る場合、２月を目標として公
開草案を公表すること等が追記された。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/2019_1227.pdf

―

2020年
１月10日

「財務計算に関する書類その他
の情報の適正性を確保するため
の体制に関する内閣府令の一部
を改正する内閣府令（案）」等

金融庁
内部統制基準等の改訂を踏まえたもの。コメント期限は2020年２月10
日（月）まで。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200110_naibutousei.html

―

証
　
　
券

年
初
の
株
価
乱
高
下
は
早
期
に
収
束

金
　
　
融

下
方
リ
ス
ク
の
株
価
と
低
下
圧
力
の

長
期
金
利

２
０
２
０
年
を
迎
え
た
金
融
市
場

は
、
中
東
に
お
け
る
地
政
学
リ
ス
ク

を
再
認
識
す
る
形
で
始
ま
っ
た
。

１
月
３
日
に
は
イ
ラ
ン
革
命
防
衛

隊
司
令
官
が
米
軍
空
爆
に
よ
り
死

亡
、
こ
れ
に
対
し
８
日
に
は
イ
ラ
ン

に
よ
る
報
復
攻
撃
が
行
わ
れ
た
。
緊

迫
す
る
中
東
情
勢
の
影
響
で
株
式
市

場
は
大
幅
下
落
、
長
期
金
利
は
リ
ス

ク
オ
フ
に
向
か
っ
た
資
金
に
よ
る
債

券
買
い
の
動
き
か
ら
低
下
し
た
。

し
か
し
、
双
方
と
も
軍
事
衝
突
の

拡
大
は
望
ま
な
い
考
え
を
示
し
た
た

め
、市
場
は
落
着
き
を
取
り
戻
し
た
。

今
回
は
一
時
的
な
動
き
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
は
総
じ
て
好

調
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
１
月
８
日
に
発
表
さ
れ

た
世
界
銀
行
の
成
長
率
見
通
し
に
よ

る
と
、
今
年
は
米
経
済
の
勢
い
に
も

陰
り
が
み
え
る
。
成
長
率
は
、
昨
年

の
２
・
３
％
か
ら
今
年
は
１
・
８
％
に

０
・
５
ポ
イ
ン
ト
低
下
す
る
と
さ
れ

て
い
る
。

昨
年
対
比
で
は
日
本
が
０
・
４
ポ

イ
ン
ト
、
中
国
が
０
・
２
ポ
イ
ン
ト
、

ユ
ー
ロ
圏
が
０
・
１
ポ
イ
ン
ト
低
下

す
る
の
に
対
し
て
世
界
最
大
の
低
下

幅
と
な
る
。
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
や

中
南
米
が
各
々
２
・
３
ポ
イ
ン
ト
、

１
・
０
ポ
イ
ン
ト
上
昇
す
る
た
め
、

世
界
経
済
全
体
で
は
辛
う
じ
て
プ
ラ

ス
０
・
１
ポ
イ
ン
ト
の
２
・
５
％
成
長

と
な
っ
て
い
る
。

米
経
済
減
速
の
理
由
と
し
て
世
界

銀
行
は
、
米
中
貿
易
戦
争
に
よ
る
企

業
心
理
の
悪
化
、
特
に
製
造
業
の
悪

化
が
著
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

中
東
情
勢
の
悪
化
も
成
長
鈍
化
要

因
に
挙
げ
て
い
る
が
、
今
回
の
一
時

的
な
軍
事
的
緊
張
の
高
ま
り
は
、
年

頭
よ
り
そ
の
成
長
の
足
か
せ
を
意
識

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
世
界
経
済

へ
の
リ
ス
ク
要
因
と
い
う
意
味
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
リ
ス
ク
も
払

拭
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
今
年

は
、
す
で
に
高
値
圏
に
あ
る
株
価
は

昨
年
に
比
べ
て
下
方
リ
ス
ク
が
よ
り

強
く
意
識
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
。

長
期
金
利
は
、
各
国
の
中
央
銀
行

に
よ
る
金
融
緩
和
政
策
に
よ
り
世
界

的
に
低
水
準
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
株
式
相
場
見
通
し
や
世
界

経
済
の
リ
ス
ク
要
因
を
考
え
れ
ば
、

上
昇
よ
り
む
し
ろ
低
下
圧
力
が
か
か

り
や
す
く
な
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

世
界
の
株
式
市
場
で
は
、
順
調
な

株
価
上
昇
は
初
日
の
１
月
２
日
の
み

に
と
ど
ま
り
、
翌
３
日
は
急
落
に
見

舞
わ
れ
た
。
ウ
ォ
ー
ル
街
発
の
株
安

が
世
界
の
市
場
を
巻
き
込
ん
だ
と
さ

れ
て
い
る
。

取
引
開
始
が
６
日
と
世
界
で
最
も

遅
か
っ
た
日
本
市
場
は
、
そ
の
延
長

で
暴
落
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

新
年
早
々
の
株
価
激
動
の
原
因
は

昨
年
来
、
イ
ラ
ン
と
の
対
立
を
強
め

る
米
国
が
イ
ラ
ン
革
命
防
衛
隊
司
令

官
を
殺
害
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ

は
株
式
市
場
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
で

あ
り
、
地
政
学
リ
ス
ク
の
１
つ
が
現

実
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

イ
ラ
ン
は
た
だ
ち
に
報
復
を
宣

言
、
イ
ラ
ク
の
米
軍
基
地
に
ミ
サ
イ

ル
を
発
射
し
た
。
こ
の
た
め
世
界
は

一
時
、
戦
争
へ
の
拡
大
の
恐
怖
に
と

ら
わ
れ
た
。
大
産
油
国
イ
ラ
ン
の
混

乱
は
、
石
油
価
格
暴
騰
の
不
安
を
強

め
、
日
本
で
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
悪

夢
を
呼
び
起
こ
す
と
も
い
わ
れ
た
。

し
か
し
、
両
国
と
も
戦
争
を
回
避

し
た
い
と
い
う
意
図
が
株
式
市
場
で

す
ぐ
に
理
解
さ
れ
、
米
株
価
は
回

復
、
１
週
間
で
史
上
最
高
値
を
更
新

し
た
。各
国
の
市
場
が
こ
れ
に
続
き
、

世
界
同
時
株
安
は
一
転
し
て
世
界
同

時
株
高
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
世
界

の
株
式
市
場
で
の
株
高
期
待
の
強
さ

を
物
語
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

米
・
イ
ラ
ン
対
立
が
こ
の
ま
ま
終

焉
と
な
ら
ず
、
今
後
も
火
種
は
く
す

ぶ
り
続
け
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

世
界
銀
行
に
よ
る
年
初
の
世
界
経

済
見
通
し
の
改
定
で
は
、
世
界
全
体

の
今
年
の
成
長
率
を
下
方
修
正
し
て

い
る
。
な
か
で
も
中
国
は
５
・
９
％

と
30
年
振
り
に
６
％
を
下
回
っ
て
お

り
、
米
中
の
関
税
合
戦
に
よ
る
世
界

貿
易
の
低
調
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

株
価
に
関
し
て
は
、
フ
ァ
ン
ダ
メ

ン
タ
ル
ズ
改
善
の
兆
し
は
み
ら
れ
な

い
。
そ
れ
で
も
株
高
期
待
が
強
い
の

は
、
大
統
領
選
で
再
選
を
目
指
す
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
が
株
式
市
場
に
好
意

的
な
政
策
姿
勢
を
取
り
続
け
る
と
の

見
方
が
強
い
た
め
と
さ
れ
る
。

今
後
米
国
以
外
の
各
国
の
株
式
市

場
は
、
ど
こ
ま
で
米
国
株
に
追
随
で

き
る
か
が
問
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
日

本
市
場
で
は
円
相
場
の
動
向
が
カ
ギ

と
な
る
が
、「
安
全
通
貨
と
し
て
の

円
買
い
」
の
懸
念
は
薄
れ
つ
つ
あ
る

と
み
ら
れ
て
い
る
。


